
　　２　関係条例等
　　　　・仙北市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

　　　　・仙北市活性化施設条例

　　　　・仙北市活性化施設に関する管理規則

　　　　※仙北市ホームページ参照（仙北市例規集）

　　　　　http://www.city.semboku.akita.jp/reiki/reiki.html

仙北市公の施設の指定管理者募集について

　　１　指定管理者を募集している施設
　　　　◆施設名　　　　　仙北市活性化施設（かたくり館）

　　　　◆所在地　　　　　仙北市西木町小山田字八津２４９番地１

　　　　◆指定期間　　　　平成２３年４月１日から３年間

　　　　◆参加資格　　　　市内に主たる事業所を有する法人、その他の団体

　　　　◆募集要項配布　　7 月 22 日（木）～ 8 月 27 日（金）

　　　　質問受付
　　　　◆現地説明会　　　8 月 10 日（火）

　　　　◆申請書提出日　　8 月 30 日（月）から 9 月 3 日（金）

　　　　◆担当課・連絡先　仙北市農山村活性課（西木第 2 庁舎）　TEL 43-2207

　　　　※募集要項配付・質問受付および申請書の受付は、土曜日・日曜日・祝日を除きます。

　市では、これまで「仙北市活性化施設（かたくり館）」の管理業務について、指定管理者制度を導

入し、市民サービスの向上や経費削減等に努めています。この度、現行の指定管理者の指定期間が

平成２２年度をもって満了するため、「仙北市活性化施設（かたくり館）」の指定管理者を募集します。

指定管理者は、市が設置する選定委員会での応募者の審査結果を踏まえて市長が候補者を決定し、

議会の議決を経て正式に決定となります。

　募集要項の配布や、質問事項の受付などは担当課で行っていますので、応募を希望される法人そ

の他の団体の皆様の御連絡をお待ちしています。
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